
協会けんぽ
北海道支部からのお知らせ

令和5年

3月号
加入者・事業主の皆さまへ

職場の皆様で回覧をお願いします。

協会けんぽの「生活習慣病予防健診」をご利用ください！

　協会けんぽが年度内お一人さま１回に限り、健診費用の一部を補助しています。令和5年度から
は、協会けんぽの健診費用の補助割合が約７割に上がります。皆さまにご負担いただく金額が
5,282 円に軽減されますので、今よりお安く健診を受けることができます。

　定期健康診断の検査項目に加え、5種類のがん検診（大腸・肺・胃・乳・子宮頸がん検診）
もご用意しています。

　健診の結果から、生活習慣病のリスク数に応じて生活習慣の改善が必
要な方に対し、保健師等による面談（訪問、オンライン等）を行い、生
活習慣の改善のお手伝いをします。

1. 健診費用がお得になります！

2. 検査内容が充実しています！

皆さまが利用している
健診は何ですか？

北海道では、約3人に1人が
「がん」で亡くなっています。
早期発見・早期治療のため、
がん検診を受けましょう！

3. 無料の健康サポートが受けられます！

令和 5年度は、
「生活習慣病予防健診」が
おすすめです！

対象者
35歳～74歳の

被保険者（ご本人）さま

令和4年度まで　7,169円 令和5年度から　5,282円に 一般的に労働安全衛生法による
定期健康診断よりも
お安く受けられます！※自己負担額は健診実施機関によって多少異なります。

定期健康診断で定められている項目

国が推奨する 5種類のがん検診
●便潜血反応検査　●胸部レントゲン検査　●胃部レントゲン検査
●乳がん検診　 ●子宮頸がん検診　　
※乳がん・子宮頸がん検診は、別途費用負担、年齢条件がございます。

検
査
内
容

＋

生活習慣病予防検診のご案内

ご案内パンフレット・健診対象者一覧をお送りしています

・送付先▷事業主さま宛て
・送付時期▷3月中旬に発送済み お申込みは、受診したい健診実施機関へ

電話するだけ！

手続き
は簡単

！



〒001-8511　札幌市北区北10条西３丁目23-1
　　　　　　　THE PEAK SAPPORO ３階
TEL（011）726-0352（代表）　

発行元

退職後の健康保険について

　年度末は、加入者の皆さまの異動が多くなります。被保険者ご本人さまやご家族の皆さま
が健康保険の資格を失った際は、保険証の迅速・確実な回収にご協力をお願いいたします。

　退職された方の保険証は事業所様が回収し、日本年金機構へご返却ください。退職後は退職された方ご自身で、
次に加入する健康保険の選択と加入の手続きが必要です。
※退職後の保険証使用が判明した場合▶協会けんぽは退職された方へ医療費の返還請求を行います。

　令和５年１月以降は、新様式の申請書（届出書）でご提
出いただきますようお願いいたします。

健康保険証の回収をお願いします

　ご退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」「国民健康保険」「ご家族の健康保険（被扶養者）」
などがあります。「健康保険任意継続」の加入条件等は、以下のとおりとなりますので、退職される
方への周知をお願いいたします。詳しくはホームページをご確認ください。

　協会けんぽの申請書はすべて郵送でお手
続きいただけます。特に例年４月は協会け
んぽの窓口が大変混雑しますので、郵送で
のお手続きにご協力をお願いいたします。

健康保険任意継続について

令和５年１月より、各種申請書（届出書）の様式を
変更しております。

保険証はいつまで使えるの？
健康保険の資格を失うとき 健康保険証の使用期限

被保険者（ご本人）が退職したとき 退職日まで

被扶養者（ご家族）が就職したとき 就職した日の前日まで

※ご家族が保険証を使えるのも被保険者の退職日まで

○手続き先→お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
○保険料→在職時の約２倍（上限あり）
○健康保険任意継続の加入条件
・退職する日までに被保険者期間が継続して２か月以上あること
・退職日の翌日から 20 日以内に協会けんぽ支部へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を
　提出（必着）すること

申請書は郵送でご提出ください

申請書はダウンロードしてご利用いただけます

ご本人
（被保険者） 協会けんぽ

①資格取得申出書に資格喪失（退職）証明書等を
　添付して提出

②受付・審査
③保険証の作成

④保険証と納付書の郵送

ホームページは
こちら▼

新様式の申請書で
ご提出いただきますよう
お願いいたします。

協会けんぽ　申請書


